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   議  事  日  程 

   開議日時 令和7年9月19日(金)午前10時 

第1  請願の付託及び陳情の回付 

第2  議第92号 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

第3  議第93号 京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

第4  議第94号 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

第5  議第95号 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター条例の一部を改正する条例の制定について 

第6  議第96号 京都市久我の杜生涯学習プラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

第7  議第97号 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

第8  議第98号 京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

第9  議第99号 京都市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について 

第10 議第100号 京都市公共下水道事業条例の一部を改正する条例の制定について 

第11 議第101号 京都市特定環境保全公共下水道事業条例の一部を改正する条例の制定について 

第12 議第102号 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第13 議第103号 京都市議会議員及び京都市長の選挙の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第14 議第104号 京都市学校給食センター（仮称）整備運営事業実施契約の締結について 

第15 議第105号 京都市崇仁市営住宅31号棟解体撤去工事請負契約の締結について 

第16 議第106号 中山石見線道路整備工事（橋りょう上部工）請負契約の締結について 

第17 議第107号 京都市上京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について 

第18 議第108号 京都市左京区総合庁舎整備等事業実施契約の変更について 

第19 議第109号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第20 議第110号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第21 議第111号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第22 議第112号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第23 議第113号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第24 議第114号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第25 議第115号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第26 議第116号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第27 議第117号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第28 議第118号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第29 議第119号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第30 議第120号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第31 議第121号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第32 議第122号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第33 議第123号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第34 議第124号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第35 議第125号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第36 議第126号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第37 議第127号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第38 議第128号 指定管理者の指定について（子ども若者はぐくみ局関係） 

第39 議第129号 市道路線の認定について 

第40 議第130号 市道路線の廃止について 

第41 議第131号 損害賠償の額の決定について 

第42 議第132号 不動産の取得について 
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第43 議第133号 不動産の処分について 

第44 議第134号 動産の取得について 

第45 議第135号 令和6年度京都市水道事業特別会計未処分利益剰余金及び資本剰余金の処分について 

第46 議第136号 令和6年度京都市公共下水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分について 

第47 議第137号 令和7年度京都市一般会計補正予算 

第48 議第138号 令和7年度京都市国民健康保険事業特別会計補正予算 

第49 議第139号 令和7年度京都市介護保険事業特別会計補正予算 

第50 議第140号 令和7年度京都市後期高齢者医療特別会計補正予算 

第51 議第141号 令和7年度京都市水道事業特別会計補正予算 

第52 報第2号 令和6年度京都市一般会計歳入歳出決算 

第53 報第3号 令和6年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 

第54 報第4号 令和6年度京都市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

第55 報第5号 令和6年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

第56 報第6号 令和6年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

第57 報第7号 令和6年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計歳入歳出決算 

第58 報第8号 令和6年度京都市中央卸売市場第二市場･と畜場特別会計歳入歳出決算 

第59 報第9号 令和6年度京都市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

第60 報第10号 令和6年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算 

第61 報第11号 令和6年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算 

第62 報第12号 令和6年度京都市立病院機構病院事業債特別会計歳入歳出決算 

第63 報第13号 令和6年度京都市水道事業特別会計決算 

第64 報第14号 令和6年度京都市公共下水道事業特別会計決算 

第65 報第15号 令和6年度京都市自動車運送事業特別会計決算 

第66 報第16号 令和6年度京都市高速鉄道事業特別会計決算 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔午前10時開議〕 

 議長（下村あきら）ただ今から、令和7年京都市会定例会9月市会を開きます。 

 なお、今市会の審議期間は本日から10月30日までの42日間といたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、席上に配付いたしておきました。 

 本日の会議録署名者を指名いたします。椋田隆知議員と赤阪仁議員とにお願いをいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（下村あきら）この場合、議長から御報告申し上げます。 

 市長から、損害賠償の額の決定についての専決処分の報告、令和6年度京都市内部統制評価報告書、令和7

年度公立大学法人京都市立芸術大学の経営状況を説明する書類、令和7年度地方独立行政法人京都市立病院

機構及び地方独立行政法人京都市産業技術研究所の各経営状況の説明及び業務実績に関する評価結果の報告

書類、令和6年度京都市基本計画の実施状況及び令和7年度政策評価結果の報告、令和7年度外郭団体の経営

状況及び経営評価結果を説明する書類並びに令和6年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する状況

及び職員の公正な職務の執行の確保に関する状況等の報告が参っております。これらの写しは、いずれもお

手元に配付いたしておきました。 

 また、市長から、令和6年度京都市土地基金運用状況報告書、令和6年度決算に係る健全化判断比率及び資

金不足比率の報告並びに債権の放棄の報告が参っております。これらの写しは、いずれもお手元に送付いた

しておきました。 

 次に、公営企業管理者交通局長から、令和7年度交通事業経営評価結果の報告が、公営企業管理者上下水

道局長から、令和7年度上下水道事業経営評価結果の報告が、また、教育長から、学校評価システムの令和6

年度実施状況の報告がそれぞれ参っております。これらの写しは、いずれもお手元に配付いたしておきまし

た。 
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 次に、公営企業管理者上下水道局長から、債権の放棄の報告が参っております。この写しは、お手元に送

付いたしておきました。 

 次に、監査委員から、令和7年6月分の例月出納検査の結果報告が参っております。原文は、市会事務局に

保管してありますから随時御覧願います。 

 次に、人事委員会から、職員の給与等に関する報告及び勧告が参っております。この写しは、お手元に送

付いたしておきました。 

 以上御報告申し上げます。御了承願います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（下村あきら）日程に入ります。 

 日程第1、請願の付託及び陳情の回付を行います。 

 今回受理いたしました請願18件及び陳情789件は、お手元に配付してあります文書表のとおり、所管の常

任委員会に付託又は回付いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（下村あきら）日程第2ないし日程第66、議第92号京都市市税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、ほか64件、以上65件を一括議題といたします。 

 これらの議案及び決算の説明を求めます。松井市長。 

 〔松井市長登壇〕 

 市長（松井孝治）おはようございます。本日、9月市会の開会に当たり、市会議員の皆様方の御参集を賜

りまして誠にありがとうございます。 

 本議会に御提案申し上げております議案は、令和6年度京都市一般会計歳入歳出決算などの決算議案が15

件、補正予算が5件、条例の改正が12件、契約議案が5件、指定管理者の指定が20件、その他の議案が8件の

合計65件でございます。御審議をお願いするに当たり、本議会に御提案しております議案のうち補正予算及

び令和6年度決算につきまして、私から御説明申し上げます。 

 まず、補正予算についてでございます。この度の補正予算は、令和6年度決算の黒字等を活用し、光熱費

等の物価高を踏まえた市民生活・事業者の下支えや、新たな公共交通体系の構築に向けた自動運転バスの実

証実験の実施や、京都市立病院の今後の在り方の検討などと共に、過去負債の着実な返済のために必要な経

費として、計71億4,700万円を補正しようとするものでございます。 

 まず、物価高を踏まえた市民生活・事業者の下支えについてでございます。市民の皆様の暮らしの維持・

向上のため、省エネ基準を達成しているエアコンや冷蔵庫の買換え費用の一部を補助するとともに、学校給

食の保護者負担の軽減や、子ども食堂をはじめとする子供の見守り活動に取り組む団体に対し、物価高にお

いても安定的に取組を実施していただけるよう、追加支援に取り組んでまいります。また、地域企業の経営

基盤強化に向けて、省エネ設備の導入に係る経費を支援するとともに、地域コミュニティの結節点としての

役割にも期待し、経営改善に意欲的に取り組む銭湯事業者に対して、浴場設備の改修費等の支援を充実いた

します。また、デジタル化に取り組む中小企業等に対し、ＩＴ専門家の派遣による伴走支援や導入経費の支

援を実施してまいります。 

 その他、更なるニーズを踏まえ、商店街や農林業への支援に関する予算について必要な経費を増額するも

のでございます。 

 次に、新たな公共交通体系の構築についてでございます。担い手不足の解消や交通事故の低減など、これ

までの交通課題の抜本的な解決となり得るだけでなく、市民の利便性向上や地域活性化にもつながる自動運

転バスの導入に向けて、実証実験を行うため必要な経費を計上するものでございます。 

 次に、京都市立病院の今後の在り方検討・資金繰り支援についてでございます。京都市立病院の極めて厳

しい経営状況を踏まえ、守るべき機能は堅持しつつ、事業規模の適正化等のあらゆる可能性を含めた病院の

在り方について急ぎ検討を行うとともに、その検討を条件として、臨時的な資金繰り支援として短期貸付を

行うために必要な経費を計上するものでございます。 

 次に、過去負債の返済についてでございます。この間、一般会計の収支不足を補填するために行ってきた

公債償還基金からの計画外の取崩しについて、当初予算に計上した10億円に加え、今回25億円を計画どおり

に返済するものでございます。 
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 その他、市役所の職場環境改革の推進、脱炭素先行地域の創出促進、自治体情報システム標準化に係る準

備、水道管路耐震化に係る一般会計からの繰出しに必要な経費を計上いたしております。 

 補正予算につきましては、以上でございます。 

 続きまして、令和6年度京都市一般会計歳入歳出決算など決算議案についてでございます。お手元の令和6

年度京都市決算実績報告書に基づき御説明申し上げます。 

 3ページを御覧ください。 

 一般会計の決算の主なポイントについてでございます。令和6年度決算は、歳入総額9,801億円、歳出総額

9,718億円、実質収支は58億円の黒字となっております。私の今回の決算の受止めでございますが、市民の

皆様、事業者の皆様の御努力により過去最高の市税収入となり、この貴重な税収等を活用しながら、人口減

少対策や市民生活を守る施策など、突き抜ける世界都市京都の実現に向けた基盤づくりを着実に推進するこ

とができました。また、財政健全化に向けては、令和4年度から3年連続で特別の財源対策を講ずることなく

黒字となりました。さらに、公債償還基金の計画外の取崩し、いわゆる過去負債を35億円返済するなど、新

京都戦略に掲げる持続可能な行財政運営に向けて着実に前進できたものと考えております。 

 次に、歳入の主な増減についてでございます。市税収入は、個人市民税が定額減税の影響等により減とな

ったものの、給与所得や土地・株式の譲渡所得は伸びております。あわせて、固定資産税、宿泊税が堅調に

推移したことに加え、市税徴収率の上昇などにより過去最高の3,243億円となり、対前年度比42億円の増と

なっております。また、ふるさと納税の寄付受入額は過去最高の115億円、対前年度比15億円の増となって

おり、返礼品費用や流出額等を加味しても、ふるさと納税全体の収支としては32億円を確保いたしておりま

す。 

 4ページを御覧ください。 

 歳出の主な増減内容についてでございます。教育文化費では、小中一貫校整備などにより、対前年度比28

億円の増、都市建設費では、こどもまんなか公園魅力アッププロジェクトの推進などにより、対前年度比28

億円の増となっております。一方、産業経済費では、中小企業融資制度預託金の減などにより、対前年度比

207億円の減となっております。 

 次に、市債については、発行額のコントロールにより、残高は4年連続で着実に減少するとともに、財政

調整基金につきましては、令和6年度末残高が185億円となっております。 

 5ページを御覧ください。 

 新京都戦略の初年度となる令和6年度は、人口減少や地域コミュニティ、観光課題への対応など、社会課

題の克服はもとより、京都の未来を見据え、次の世代に託す種まきとなるような施策に順次着手いたしまし

た。また、急激な物価高が続く中、市民生活や事業者を下支えするため、低所得者の方等への給付や、中小

企業等の生産性向上をはじめとした経営基盤強化につながる取組を後押しいたしました。 

 新京都戦略に掲げる六つの政策ごとの取組を御説明申し上げます。 

 まず、京都のまちが紡ぐ文化の力を活かし「新たな魅力・価値を創造し続けるまち」についてでございま

す。世界のクリエイティブ人材を招へいし、地域や若者との交流事業を実施するとともに、子供たちが京都

ならではの文化芸術に触れる機会や若手芸術家の支援を充実いたしました。今後は更に多彩な人々との交ざ

り合いを通じた新たな価値の創造や、次世代の担い手・支え手育成の裾野拡大に取り組んでまいります。 

 次に、市民生活と観光の調和・両立に向け、国の制度改正による仕組みを全国で初めて活用した観光特急

バスについては、待ち時間の短縮等により混雑緩和に寄与することができました。加えて、府市連携による

周遊観光ツアーを企画・実施したほか、嵯峨嵐山エリアではデジタルマップの活用などにより、嵯峨エリア

の訪問率が大きく増加いたしました。今後は、令和8年3月に税率の見直しを予定している宿泊税を有効に活

用しながら、国際文化観光都市としての奥深い魅力の磨き上げや、市民生活と観光の調和・両立の更なる推

進に取り組んでまいります。 

 続きまして、居場所と出番により、つながり・支え合う「包摂性が高く誰もが生き生きと活躍できるま

ち」についてでございます。重層的支援体制の構築に向け、地域あんしん支援員を充実し、各区の保健セン

ターとの連携強化を図るとともに、民間の福祉団体が行う活動に対して寄付金を財源に支援を行いました。 

 6ページを御覧ください。 

 課題を抱える方が地域で安定した生活が送れるよう、住居を喪失した方等に対して、新たに居宅に近い環
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境での生活訓練を実施するなど、支援を拡充いたしました。困難な課題を抱える女性の方に対しては、相談

支援センターみんとを開所し、延べ700件以上の相談に対応するとともに、外国籍市民の方に対しては、国

際交流会館内の相談窓口において年間9,313件の相談に対応いたしました。今後に向けましては、今年度に

設置した地域コミュニティＨｕｂを地域の多様な主体をつなぐ結節点として、つながり、交ざり合いを促進

し、居場所と出番の創出や持続可能で多様なコミュニティの形成に取り組んでまいります。 

 続きまして、京都の伝統・知恵・イノベーションの力により「都市の活力と成長を支える産業が育つま

ち」についてでございます。地域企業・中小企業等の持続的発展・成長促進につきましては、事業継続や生

産性向上に向けた相談体制の強化、デジタル化等への支援、若者の就職・定着促進に向けて業界団体と連携

した企業訪問プログラムを実施するとともに、環境に優しい農業や森林の経営管理を推進しました。 

 スタートアップ等の創出・成長促進につきましては、京都の強みをいかし、大学発スタートアップの創出

支援や、スタートアップカンファレンス、ＩＶＳの開催、アントレプレナーシップの醸成等に取り組んだ結

果、令和2年からのスタートアップ設立数は3月末で222社となるなど、目標を上回る実績を確保しておりま

す。企業立地につきましては、都市計画の見直しと連動した補助制度の充実をはじめとする各種取組により、

令和6年度大規模オフィス立地の事例を含め過去最高の51件となりました。 

 7ページを御覧ください。 

 今後に向けては、京都経済をより力強くしていくため、地域企業の成長発展に向けた支援の加速化や農林

業の成長産業化などの推進、スタートアップの創出に取り組むとともに、国内外の突き抜けた企業を視野に

年60件の企業立地を目指してまいります。 

 続きまして、京都ならではの学びと子育て環境を通して「未来を担う子ども・若者を社会全体で共にはぐ

くむまち」についてでございます。教育環境の充実に向けて、ユース・アントレプレナーシッププログラム

を実施し、367名の中高生が起業家と交流し、参加者同士が学び合う機会を創出しました。また、支援が必

要な児童生徒への取組として、不登校の児童生徒に対し、校内サポートルームの整備や子ども支援コーディ

ネーターの配置拡充等に取り組んだ結果、新規の不登校児童生徒数が30名減少、とりわけ子ども支援コーデ

ィネーターを配置した43校では24名減少するなど、重い課題を抱えつつも効果は着実に表れております。子

育て環境の充実に向けては、親子等の遊び場・交流の場として身近な公園の遊具を114公園で更新したほか、

1か月児の健康診査費用を新たに支援し、乳幼児の健康増進を図る環境を充実しました。 

 さらに、京都に住みたいと考える若年・子育て世帯の定住・移住の促進及び既存住宅の流通促進を目的と

した京都安心すまい応援金では、未就学の子供がいる世帯が既存住宅を購入した場合、全国トップ水準の最

大200万円を交付することで当初の想定240件を大きく上回る309件のエントリーがあり、若年・子育て世帯

の定住・移住を促進しました。今後に向けては、定住・移住につながる施策を更に推進し、若い世代から選

ばれるまちづくりを目指してまいります。 

 続きまして、豊かな自然・歴史的景観と地域の魅力を活かした「自然環境と調和する持続可能なまち」に

ついてでございます。自動車運送事業者に対する電気自動車等の導入支援や、小売事業者による資源物の店

頭回収を支援したほか、きょうと生物多様性センターを核とした取組の拡充など、脱炭素化・資源循環・生

物多様性の保全と回復を一体的に推進いたしました。とりわけ、令和6年度のごみの量は、平成12年度のピ

ーク時から24年連続で減少し、36.5万トンとなっております。また、森林の多面的機能の保全につきまして

は、間伐や危険木の伐採に対して支援を行うなど、災害に強い森づくりを推進しました。今後に向けまして

は、京都の自然のすばらしさを身近に感じ、愛着を深める機会の創出、豊かな自然や森林文化の価値を創造

する環境の整備などを進めてまいります。 

 8ページを御覧ください。 

 持続可能な公共交通につきましては、利用者の減少、担い手不足に直面するバス路線を維持するため、担

い手確保や労働環境改善への支援に加え、バス路線維持補助金を創設し支援を行いました。また、地下鉄で

の車内防犯カメラの設置、市バスのバス待ち環境の向上など、安心・安全・快適な利用環境の向上を図った

ところであり、今後も引き続き、地下鉄をはじめとする鉄道をいかした移動経路の分散を図るなど、持続可

能で安全かつ満足度の高い公共交通を目指してまいります。さらに、地域ごとに魅力やポテンシャルを最大

限いかした地域活性化を進めるため、洛西“ＳＡＩＫＯ”プロジェクトでは、公園の更なる魅力向上や、鉄

道駅と洛西ニュータウンを最短ルートで直結するバス路線の新設などに取り組むとともに、ｍｅｅｔｕｓ山
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科‐醍醐では、今年3月に今後のまちづくりの方向性や具体策をみんなで創るまちＰＬＡＮとして取りまと

めました。今後に向けては、洛西地域では、地域の強みを発揮しながら住み継がれるまちを、山科・醍醐地

域では、多様な人々が住み、学び、つながることのできる文化・教育のまちを目指してまいります。 

 続きまして、市民のいのち・暮らしを守る「安心安全で災害に強いレジリエントなまち」についてでござ

います。市民の皆様の命と暮らしを守るため、京町家・木造住宅の耐震・防火改修を支援する「まちの匠・

ぷらす」では、補助額を全国最高水準となるよう従来の2倍以上に引き上げるとともに、先進的な取組とし

て簡易改修も対象にするなど幅広く支援を行った結果、本格改修138件をはじめ多くの申請を頂き、住宅の

耐震・防火改修を促進しました。また、密集市街地の狭あい道路の拡幅整備補助や道路整備、橋りょうの耐

震補強工事等を実施するとともに、災害用備蓄物資として、液体ミルクやペーパー歯磨きなどの品目拡充や、

地域における共助を促すための訓練・研修等を充実するなど、地域防災力の向上を図りました。また、消防

救急体制につきまして、災害時に孤立するおそれのある北部山間地域に消防用ドローン等の機材を整備し災

害対応力を高めたほか、日勤機動救急隊の下京消防署への増隊、通報現場と消防指令センターを映像でつな

ぐ119映像通報システムの運用などに取り組みました。今後に向けては、災害に強いまちづくりや、災害時

に市民の皆様などの不安、混乱を最小限にとどめる施策の推進、迅速・的確な消防救急体制の確保など、自

助・共助・公助それぞれの特性に応じた力を十分に発揮できる体制の構築を目指してまいります。 

 14ページを御覧ください。 

 特別会計の決算についてでございます。 

 歳出決算の規模につきましては、国民健康保険事業において、被保険者数の減に伴い給付費が減となった

一方、介護保険事業及び後期高齢者医療において、高齢化の進展等により給付費が増加するなど、総額で

6,156億800万円となっております。収支の状況については、国民健康保険事業において、被保険者の所得の

増加や滞納処分の取組強化等により黒字となるとともに、介護保険事業おいて、介護給付費の増が想定を下

回ったこと、保険料徴収率の向上などにより黒字となりました。これらの結果、特別会計全体では80億

4,100万円の黒字となっております。今後とも、特別会計において、効率的かつ効果的な事業の実施を図っ

てまいります。 

 私からは以上でございます。そのほか、本議会に御提案申し上げております各議案につきまして、その大

要及び各公営企業会計における決算の状況等を副市長から御説明させていただきますので、よろしくお願い

申し上げます。ありがとうございました。 

 議長（下村あきら）岡田副市長。 

 〔岡田副市長登壇〕 

 副市長（岡田憲和）それでは、私から、本議会に御提案いたしております各議案につきまして御説明申し

上げます。 

 その後、吉田副市長から、水道事業及び公共下水道事業の決算の概要について、竹内副市長から、自動車

運送事業及び高速鉄道事業の決算の概要並びに財政健全化法に基づく健全化判断比率の状況について御説明

申し上げます。 

 初めに、条例の改正についてでございます。 

 まず、議第92号京都市市税条例の一部改正は、市民税の法人税割の税率の特例措置、いわゆる超過課税の

適用期限を延長しようとするものでございます。 

 次に、議第93号京都市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正は、建設業法施行令の一

部が改正されたことに伴い、規定を整備しようとするものでございます。 

 次に、議第94号京都市児童館及び学童保育所条例の一部改正は、京都市百々児童館の位置を変更しようと

するものでございます。 

 次に、議第95号京都市子ども保健医療相談・事故防止センター条例の一部改正は、当該施設の木曜日の開

所時間を変更しようとするものでございます。 

 次に、議第96号京都市久我の杜生涯学習プラザ条例の一部改正は、当該施設の休館日及び実習室の名称を

変更しようとするものでございます。 

 次に、議第97号京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正は、京都駅東部

西之町地区地区計画が決定され、この地区計画の区域の地区整備計画が定められたことに伴い、当該区域内



 - 8 - 

における建築物の用途及び構造に関する制限等を定めるとともに規定を整備しようとするものでございます。 

 次に、議第98号京都市市営住宅条例の一部改正は、老朽化に伴い岩本市営住宅を廃止しようとするもので

ございます。 

 次に、議第99号から議第101号までの3件は、令和6年能登半島地震において地元の市や町の指定業者自身

が被災したこと等により、給排水工事を実施する指定業者の確保が困難となり復旧が遅れた状況があったこ

とを踏まえ、本市においても、国土交通省からの技術的助言に基づき、他都市の指定業者が給排水工事を実

施することができるよう必要な改正をしようとするものでございます。 

 次に、議第102号京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正は、教育委員会の附属機関

として、京都市立学校空調設備整備事業に関する設計・施工及び維持管理に係る受託者の選定等について審

議するため、京都市立学校空調設備整備事業検討委員会を設置しようとするものでございます。 

 次に、議第103号京都市議会議員及び京都市長の選挙の公営に関する条例の一部改正は、公職選挙法施行

令の一部改正に準じ、京都市議会議員及び京都市長の選挙の公営に要する経費に係る限度額を改定しようと

するものでございます。 

 条例の改正については、以上でございます。 

 続きまして、契約議案でございます。 

 まず、議第104号は、京都市学校給食センター整備運営事業の実施に当たり、民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるＰＦＩ法に基づく特定事業契約を締結しようとするもので

ございます。 

 次に、議第105号は、京都市崇仁市営住宅31号棟解体工事について請負契約を締結しようとするものでご

ざいます。 

 次に、議第106号は、中山石見線道路整備工事について請負契約を締結しようとするものでございます。 

 次に、議第107号及び議第108号は、上京区及び左京区の総合庁舎整備等事業実施契約の変更であり、企業

向けサービス価格指数の上昇に伴い、維持管理費分の支払額を変更しようとするものでございます。 

 契約議案につきましては、以上でございます。 

 続きまして、議第109号から議第128号までの20件はいずれも指定管理者の指定であり、子ども若者はぐく

み局が所管する公の施設について、それぞれ指定管理者を指定しようとするものでございます。 

 次に、議第129号及び議第130号は、市道路線の認定及び廃止でございます。 

 次に、議第131号損害賠償の額の決定は、本市が管理する街路樹の管理かしに起因する事故について、損

害賠償の額を定めようとするものでございます。 

 次に、議第132号不動産の取得は、国の天然記念物に指定されている深泥池生物群集を保存するため、令

和5年度に追加指定された地域の一部の土地を買い入れようとするものでございます。 

 次に、議第133号不動産の処分は、社会福祉法人南山城学園に障害者支援施設等の用地として無償で貸し

付けている城陽市富野狼谷の市有地について、同法人に売り払おうとするものでございます。 

 次に、議第134号動産の取得は、指定避難所における避難生活環境の向上を図るため、段ボールベッド及

び間仕切りテントを買い入れようとするものでございます。 

 最後に、議第135号及び議第136号は、水道事業特別会計及び公共下水道事業特別会計において、それぞれ

令和6年度決算で生じた利益等を処分しようとするものでございます。 

 私からは、以上でございます。 

 議長（下村あきら）吉田副市長。 

 〔吉田副市長登壇〕 

 副市長（吉田良比呂）続きまして、私から、水道事業及び公共下水道事業の決算の概要につきまして御説

明を申し上げます。 

 令和6年度京都市決算実績報告書の16ページにお戻りください。 

 水道・公共下水道事業における政策推進の状況でございます。中期経営プランに掲げた年次計画を着実に

推進するとともに、経営基盤の強化に努めてまいりました。水道事業では、老朽化した配水管の布設替えの

ほか、水道施設の改築更新・地震対策を進めてまいりました。公共下水道事業では、下水道管路及び下水処

理施設の改築更新・地震対策や、雨に強いまちづくりに向けた雨水幹線などの整備を進めてまいりました。
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また、積立金につきましては、効率的な事業運営に努めたものの、物価高騰などにより支出の増加の影響を

受け、前年度比で減少しております。 

 次に、会計ごとの経営状況でございます。 

 水道事業では、家庭用水量が減少したものの、料金単価の高い事業用水量の増加により水道料金収入が増

加し、経常収益は対前年度比2,400万円増の321億1,100万円となりました。一方、支出では、効率的な事業

運営に努めたものの、退職給付引当金や物価高騰などを受けた委託料などの増加などにより、経常費用は対

前年度比5億5,300万円増の279億3,000万円となりました。この結果、経常利益は41億8,100万円となり、元

南部配水管理課用地の売却により生じた特別利益5億8,300万円を加えた純利益は47億6,400万円となってお

ります。 

 続きまして、公共下水道事業の経営状況でございます。有収汚水量は、家庭用水量が減少したものの事業

用水量が増加したことに伴い、下水道使用料収入が増加し、経常収益は対前年度比1億9,900万円増の479億

5,400万円となりました。一方、支出では、退職給付引当金や物価高騰などを受けた委託料の増加などによ

り、経常費用は対前年度比4億6,100万円増の445億5,000万円となりました。この結果、純利益は34億400万

円と15年連続で黒字決算となっております。 

 今後に向けては、中長期的に厳しい経営状況が続くことが想定される中においても、引き続き効率的・効

果的で持続可能な事業運営に努め、市民・事業者の皆様にとって重要なライフラインである水道・下水道を

守ってまいります。以上、水道事業及び公共下水道事業の令和6年度の経営状況でございます。 

 私からは、以上でございます。 

 議長（下村あきら）竹内副市長。 

 〔竹内副市長登壇〕 

 副市長（竹内重貴）続きまして、私から、自動車運送事業及び高速鉄道事業の決算の概要並びに財政健全

化法に基づく健全化判断比率の状況につきまして御説明申し上げます。 

 令和6年度京都市決算実績報告書の17ページを御覧ください。 

 自動車運送・高速鉄道事業における政策推進の状況でございます。市バス・地下鉄事業経営ビジョンに基

づき、市民生活と多様な都市活動を支える役割を将来にわたり果たしていけるよう、令和6年度は、重要課

題への対応として、市バス運転士不足非常事態宣言の発出を踏まえた担い手不足への対応と市バスの混雑対

策の2点を積極的に取り組んでまいりました。また、輸送の安全確保に向けた安全・安心の取組をはじめ利

便性・快適性の向上の取組によるサービス改善、担い手不足への対応等、明確な理念に基づくなりふり構わ

ない経営改善の取組、社会課題解決への貢献等の五つの主要事項を着実に推進しました。さらには、緊縮予

算と徹底した経費の執行抑制や平均乗車単価の他都市並みへの改善などの効果もあり、市バス・地下鉄共に

2年連続の黒字決算となっており、経営ビジョンに掲げた経常損益の黒字化を達成しております。 

 次に、会計ごとの状況でございます。 

 自動車運送事業では、市バスの1日当たりのお客様数は、コロナ禍前の令和元年度には及ばないものの、

34万人と前年度から増加したことにより運送収益が増加しており、経常収益は対前年度比12億3,200万円増

の231億9,100万円となりました。一方、経常費用は、給与改定による人件費の増等により、対前年度比14億

1,800万円の増となり221億8,300万円となりました。この結果、純損益は10億800万円の黒字で、2年連続の

黒字を確保しております。今後、担い手確保に向けた処遇改善のための人件費や物価高騰などの影響を考慮

すると依然として厳しい経営状況にあることから、引き続き経営改善に努めてまいります。 

 続きまして、高速鉄道事業の経営状況でございます。地下鉄の1日当たりのお客様数は、40万2,000人と前

年度から1万7,000人増加し過去最高となった結果、運輸収益が増加となり、経常収益は対前年度比9億4,400

万円増の341億4,000万円となりました。一方、経常費用は、給与改定による人件費の増等により、対前年度

比6億1,800万円の増となり315億6,300万円となりました。この結果、純損益は、対前年度比3億2,600万円増

の25億7,700万円の黒字となり、2年連続の黒字決算となっております。いまだ多額の企業債残高を抱える厳

しい経営状況であることから、自動車運送事業同様、引き続き経営改善に努めてまいります。 

 以上が、自動車運送事業及び高速鉄道事業の令和6年度の経営状況でございます。今後も引き続き、経営

健全化の取組を強力に推進してまいります。 

 続きまして、財政健全化法に基づく健全化判断比率について御説明申し上げます。 
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 18ページを御覧ください。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、前年度同様、一般会計及びその他特別会計が全て黒字で

あることから赤字比率は生じておりません。実質公債費比率は、交付税措置のある市債の割合が減少したこ

と等により前年度から0.2ポイント増の12.0パーセントとなりました。将来負担比率は、過去負債の返済や

市債の残高が着実に減少していることなどにより、前年度から8.5ポイント減の132.0パーセントとなりまし

た。引き続き、持続可能な行財政運営に努めてまいります。 

 本議会に御提案いたしました議案の大要は、以上のとおりでございます。よろしく御審議のうえ、御議決

いただきますようお願い申し上げます。 

 議長（下村あきら）この場合、お諮りいたします。ただ今議題となっております議案65件のうち議第137

号ないし議第141号の5件については審議を続行し、残余の議案の審議はこの程度にとどめたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（下村あきら）御異議なしと認め、さよう決します。 

 山本しゅうじ議員。 

 山本しゅうじ議員 議事進行について動議を提出いたします。 

 ただ今議題となっております議第137号から議第141号の5件については、67名の委員をもって構成する予

算特別委員会を設置し、これに付託のうえ、慎重審議願いたいと思います。（「賛成」と呼ぶ者あり） 

 議長（下村あきら）ただ今、山本しゅうじ議員から動議が提出され、動議は成立いたしております。 

 お諮りいたします。ただ今の山本議員の動議のとおり決することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（下村あきら）御異議なしと認めます。よって、山本議員の動議のとおり決します。 

 なお、予算特別委員は、全議員67名の方々を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（下村あきら）本日の審議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（下村あきら）御異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会いたします。 

 〔午前10時39分延会〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        議  長  下 村 あきら 

        署名議員  椋 田 隆 知 

        同     赤 阪   仁 

 

 


